
第２・３回 みどり市笠懸地区学校給食提供方式検討委員会 次第

【第２回】

日時：令和２年９月３０日（水）

午後２時００分から

場所：大間々学校給食センター会議室

１ 開 会

２ 視 察

第 2回：大間々学校給食センター

第 3回：笠懸小学校（給食試食含む）

３ 議 題

1 保護者等の意見の整理について

2 みどり市の学校給食の提供方式の比較

(1)栄養バランスに配慮した美味しい給食

(2)安全安心な給食の提供

(3)食物アレルギーへの対応

(4)食育の推進

(5)地産地消の推進

(6)災害時の対応

3 給食提供方式の概算費用の比較

(1)初期投資・維持管理運営費にかかる費用の検証

(2)概算費用の比較の整理

4 その他

４ そ の 他

次回の会議 令和 年 月 日（ ） 時 分～

５ 閉 会



「給食提供方式に係る笠懸地区の保護者の意見の整理」について

・みどり市教育委員会では、笠懸地区における給食提供方式を検討する上での参

考とするために、保護者にアンケート調査を行いました（「ＰＴＡ役員等のアンケート

調査」、「給食試食に関するアンケート調査」）。

・本資料は、アンケート調査での主な回答を、みどり市笠懸地区学校給食提供方式

検討委員会会議での検討項目に沿って整理したものです。

・それぞれの意見の中で重視されている点を の中に示しました。

令和２年９月２５日

みどり市教育委員会教育総務課

①ＰＴＡ役員等のアンケート調査

【内容】笠懸地区全体の給食提供方式について

【実施期間】H31.1 月～4月（各園校のＰＴＡ総会等の中で実施）

【対象】笠懸地区の全園校の保護者等（幼稚園…１園、小学校…３校、中学校…２校）

【回答】120 名

②給食試食に関するアンケート調査

【内容】新設校の給食提供方式について

【実施期間】R1.7 月～9月（大間々学校給食センターでの試食後に実施／6回実施）

【対象】笠懸小学校、笠懸幼稚園の保護者

【回答】73 名



自校方式を支持する回答 センター方式を支持する回答
どちらともいえないという回答
方式にはこだわらないという回答

①栄養バランス ・自分が小学生の時に４時間目あたりににおいがしてきて
食欲がそそられた。
・自校方式の最大のメリットは匂いという五感を刺激して
くれる事ではないか。

・質や量、栄養価等が同等であれば、センター方式でもか
まわないと思う。

・コスト面・衛生面からすると、センター方式が良いと思
うが、においが食欲をそそっていた自分の小さい頃を思い
出すと自校式も捨てがたく悩む。給食センターの試食は美
味しかった。

②適温状態での喫食 ・笠懸地区の自校給食は昔から有名で、温かい食事が有名
だったので、可能であれば自校方式を継続してほしい。

・給食センターで作られた温かくおいしい給食を試食し
て、自校式にこだわらなくてもよいと思った。
・自分が育った地域はセンター方式だったが、温かい給食
で不満もなかったのでセンター方式へ変更しても問題ない
と思う。
・自校式の良さもあると思うが、熱すぎたり、ぬるかった
りという声を聞くので、センター方式でもよいと思う。

・温かいものは温かく、冷たいものは冷たいままというこ
とで、自校方式もセンター方式も変わらないと思う。
・温かなものを温かいまま食べられるのは、やはり自校式
だと思う。また、調理室に学校側の声を届けやすいのも自
校式だと思うが、センター方式への転換もやむを得ないと
思う。

③調理員の工夫・味 ・自分の子供は、好き嫌いの多い子だったが給食は大好き
で、残さず食べている。笠小の給食は学校で作っているか
ら美味しい。全国的にセンター方式が増えているのなら、
なおの事自校方式の良い面に目を向けて続けてほしい。
・温かくおいしい給食。自分はずっと笠懸なので、とても
残念。授業中、よい香りをはげみに授業を受けた。
・子供達が笠小、笠中で、自校給食はおいしい、楽しい、
うれしいと言っている。
・笠懸地区は給食がおいしいと聞いているので、センター
方式になって味が変わるのは残念。
・笠懸小の給食試食会での味がとてもおいしかったので、
自校方式でなくなるのは残念（センター方式でもおいしい
とは思うが）。
・給食室からのいい香りや温かい物をすぐに食べられると
いう点でいいと思う。
・自校式の方がクオリティーが高い気がするので、「おい
しいものを」というのであれば自校式だと思う。
・センターでの試食の味は美味しいとは感じなかった。

・センター方式の方がメリットも多い様に感じた。給食も
おいしかったので、良いのではないか。
・給食（試食）はとても美味しかった。質の高い給食が笠
懸地区にも供給されることはとても良いと思う。笠懸地区
の早期センター建設に期待している。
・昔から笠懸地区の給食は自校式でおいしいと言われてき
たが、給食センターの食事もとてもおいしく大差ないと思
う。

・どちらにも良さがある。センターでもだしをとっている
と聞きイメージが変わった。(試食した)カレーの味もよ
く、肉も思っていたより大きかった。

(2)安全安心な
給食の提供

①調理過程 ・自校式の良い点もあるが、センター式も安全面など徹底
しているので、今後は笠懸地区に給食センターができれば
良い。
・老朽化に伴い衛生面が心配されるので、センター方式に
なるのは賛成。
・大間々給食センターの見学と試食をした時、衛生管理が
徹底しておりすばらしいと思った。
・大間々給食センターを見学して清潔な設備だった。調理
の様子を見学し試食も行ったが、センター方式でも、自校
方式と同様に安全でおいしい給食を作って頂けると思う。
・子供たちの口にする給食が、より安全になるのであれば
センター方式への変更は良いと思う。
・安全面を考えればセンター方式がよいと思う。子供達の
為によりよい結果になればいいと思う。

・自校式がよいが、衛生面を考えるとセンターの方が良い
と思う。
・食育指導も大切だが、子どもが口にする給食が一番安全
に提供できる方式を考えてほしい。

(3)食物アレル
ギーへの対応　

②アレルギー対応食の
調理

・自校方式よりセンター方式の方が経費節減できることや
アレルギー対応室の設置が比較的安易ということなど利点
があるので良いと思う。
・アレルギー対応室の設置が、今後より必要になってくる
と思うので、センター方式の方が良いと思う。
・子供は自校式をとても気に入っているが、アレルギー対
応や様々な面を考えるとセンター方式の方がいいのかなと
思う。
・自校方式に魅力を感じていたが、安全性・アレルギー対
応などの面を考えると、提供方法の変更も良いのではない
かと感じた。

給食提供方式に係る笠懸地区の保護者の意見の整理

検討項目

2

(1)栄養バランス
に配慮した美味
しい給食

手作り

伝統

・におい

・量

①ＰＴＡ役員等のアンケート調査（笠懸地区全体の給食提供方式について）、実施時期／H31.1月～4月、対象／笠懸地区の全園校の保護者等（幼稚園…１園、小学校…３校、中学校…２校）、回答／120名

②給食試食に関するアンケート調査（新設校の給食提供方式について）、実施時期／R1.7月～9月、対象／笠懸小学校、笠懸幼稚園の保護者、回答／73名



自校方式を支持する回答 センター方式を支持する回答
どちらともいえないという回答
方式にはこだわらないという回答

①栄養士等による指導 ・見学をして、センター方式の食育も変わらないことが認
識できた。

②調理員との交流 ・近くで調理の様子を見られるのが良い。食欲が増すと思
う。
・近くに食事を作る人がいて、調理中のにおいや音などを
感じることも食育の一つと感じる。作り手が見えないとい
う事は残食の増加にもつながると思う。
・調理員が給食を作る姿を見られなくなるのは残念。調理
員が生徒たちが給食を食べる姿を見ることができるのも自
校式の良さだと思う。
・自校式は温かいものを温かいままで食べられるのでとて
もよい。給食を作ってくれる人の顔を近くで見れることも
とてもよいと思う。
・各クラスと調理場がコミュニケーションがとりやすい。
残量も少なく感じる。
・子供たちと調理員との距離が近い分、愛情が伝わる。セ
ンター給食はコンビニ弁当のような印象を受ける。
・給食を作ってくれる人が近くにいることが大切。

・学校内で調理員さんに会えるとお互いにうれしい。一生
懸命に作ってくれるから食べようという気持ちになるので
は。

(6)災害時の対
応　

②相互補完体制の確
立

災害時、センターが使えなくなる場合があることを考える
と自校方式でも良いと思う。

(1)初期投資・維
持管理運営費に
かかる費用の検
証　

①給食提供方式の前
提条件の整理　
・児童数の推計を考慮
・給食室だけの工事は
困難

・今後、子供が減少する中で、無理にセンターを新設しな
くてもよいのではないかと思う。

・センターの良さも理解した。経費節減もできるとは思う
が、せっかくの設備をなくすのは非常に残念。
・施設改修の必要性や財源確保の難しさは理解できる。で
も、できれば自校方式がいい。温かいものをすぐに食べら
れるから。
・経費面からも、センター方式の方が市としてのメリット
が大きいと思うが、「センターのイメージは昔と違う」
「調理の差や給食内容に違いはない」と言われても納得い
かない部分が多い。

・給食費無料化により市負担が大幅に増額する中で、経費
面を考慮するとセンター方式が望ましいと考える。
・給食費の無料化に伴いセンター方式に移行するのはやむ
を得ないと思う。
・自校方式の方が温かい給食のイメージがあるが、給食費
無料化に伴う経費節減という事であれば良いと思う。

・それぞれ利点もあり、どちらが良いとは言い難い。た
だ、無料化継続を希望するので、経済性を確保した上で安
全性につながればと思う。
・出来たてをすぐ提供できるので自校式は良いと思ってい
たが、衛生的な施設で経済的になるならセンター方式も仕
方がないと思う。

・笠懸地区は自校方式で定着しており、保護者の考えもあ
るのでなかなか難しいのではないかと思われる。
・自分が自校式給食で育ち良い思い出がある。
・自分がセンター式で育ち、子供達が自校式の学校に入
り、とてもうらやましく思った。
・自校式をとても特別でありがたい物と思っていた。
・自分が自校方式で育ったのでセンター方式がどのような
ものか分からないので、できればずっと自校方式の方がい
い。
・修理箇所は前向きに対応していただきたい。
・配送された給食を食べるのは味気ない。センターの良さ
は理解できるが、自校式の設備が最新型になることが理
想。
・センターと同程度ではなくとも自校式の設備が良くなる
ことを希望。

・センター方式で良いと思うが、働いている人たちが継続
して働けるよう考えてほしい。

・笠懸中学の給食室の建て替えは大変だと思うので、セン
ター方式に変更するのはやむを得ないと思う。
・自分は大間々地区（在住）なのでよく分からないが、笠
懸地区の人は自校方式にプライドを持っているように感じ
る。経済性もさることながら、感情的な問題をどうするか
が課題ではないか。
・自校給食を食べてきた世代として少し残念に思うが、給
食センター方式の方がメリットが大きいので仕方ないのか
なとも思う。
・食育、アレルギー対策に関しては自校式の方が対応しや
すく効果があがりやすいと思うが、施設、経費に関しては
センター方式が良いと感じた。
・自校式でなくなるのは残念だが、老朽化で改修するので
あればセンター式でも仕方ないと思う。

検討項目

(2)概算費用の比較の整理　

その他

2

(4)食育の推進

3

・調理場との距離

・作り手の愛情

・残量

 給食費無料化

→「１．みどり市の学校

給食について(3)学校給食

の現状」で説明澄み

・伝統

・自校式の特別感、

・施設管理

・調理員の雇用



＜第２回＞
みどり市笠懸地区
学校給食提供方式検討委員会

開催日時：令和２年９月３０日(水)14時00分から
開催場所：みどり市大間々学校給食センター会議室



２．みどり市学校給食提供方式の比較 資料No.１

市内５名の栄養教諭・栄養職員が
月毎に協力して作成する「基本献
立」をもとに、各校の状況に応じ
て実際の献立を完成させている。

◆市内各地区での献立について

◆ 学校給食においては、「学校給食実施基準」により１回当たりの摂取基準が定められており、その基準に基
づき、栄養価等を計算した上で献立を作成している。 

-1-

★各給食施設においては
“提供方式の違いによらず”

「摂取基準に基づいた献立作成」と、
「市内共通の基本献立(5名の栄養士が
 連携して作成）を基に毎月の献立作
 成」を行っていることから、どの学
 校も栄養バランスに配慮した学校給
 食の提供を行っている。
 

◆児童又は生徒一人一回当たりの学校給食摂取基準

※上記基準値や目標値に合わせて
 栄養価計算を行っております。

（１）栄養バランスに配慮した美味しい給食　～栄養バランス～



２．みどり市学校給食提供方式の比較 資料No.２

◆市内各地区での献立について

◆『学校給食衛生管理基準』（文科省）では、「調理後の食品は適切な温度管理を行い、調理後２時間以内に
   給食できるよう努めること。」（共同調理場においては、調理した食品を調理後２時間以内に給食できるように
   するための配送車を必要台数確保すること。）とされている。

◆また、同基準において、「加熱調理した食品を一時保存する場合又は調理終了後の食品については、衛生的な容器
 にふたをして保存するなど、衛生的な取り扱いを行い、他からの二次汚染を防止すること。」とされている。

①自校方式における提供
⇒笠懸地区（自校方式）では配送がなく、調理から喫食まで
 の時間が短いため適温で食べることが出来ている。
 （調理後は、ふたのできる一重食缶にて保存）

②センタ－方式における提供
⇒大間々・東地区（センター方式）では、配送が必要となるため、 
 保温性の高い二重食缶（保温で65℃以上、保冷で10℃以下2時
 間以上維持）の使用により、適温で食べることが出来ている。

（１）栄養バランスに配慮した美味しい給食　～適温状態での喫食～

★いずれの提供方式においても、学校給食衛生管理基準等に基づいた
“安全な給食”かつ“温かい給食”の提供を行っております。

学校名 調理終了時刻 配送距離/時間  配送完了時刻 給食開始時刻

大間々東小 10:40頃 1.2km/5分 11:10頃 12:25

大間々南小 10:40頃 1.3km/5分 11:20頃 12:25

大間々北小 10:40頃 2.7km/10分 11:15頃 12:25

大間々中 11:10頃 2.1km/6分 11:30頃 12:45

大間々東中 11:10頃 1.0km/5分 11:45頃 12:45

【参考：各校調理・配送時間】【参考：各校調理・配送時間】

学校名 調理終了時刻 給食開始時刻

笠懸小 12:05頃 12:35

笠懸東小 12:00頃 12:30

笠懸北小 12:00頃 12:25

笠懸中 12:10頃 12:45

笠懸南中 12:10頃 12:45

-2-



２．みどり市学校給食提供方式の比較 資料No.３

②「切り方」

②センタ－方式における工夫

（１）栄養バランスに配慮した美味しい給食　～調理員の工夫・味～

◆各調理場の現状（調理機器の種類や提供方式）に合わせ、より美味しい給食が提供できるよう、
 食材の切り方や調理時間など、工夫を行いながら調理をしています。

◎肉じゃがやカレーはじゃ
がいもを手切りにより大き
めに切って、煮崩れないよ
うに煮ています。  

 ◎うどん（煮込み）は、
児童の給食時間に合わ
せて調理を開始するの
で、麺がのびずちょう
どよい状態で食べるこ
とができます。

①「時間」

★給食調理は、給食センター・学校給
食室（自校方式）のどちらにおいても、
各栄養士と調理員が協力しながら調理
場の現状に合わせて様々な工夫をし、
より美味しい給食が提供できるよう努
めています。

-3-

自校方式

 ◎うどんは、パックうどんの提供により美味しく
（のびていないものを）喫食することができます。
◎スパゲティーは、パスタを茹でる時間を短めにし
て芯が残る状態で茹で上げて二重食缶に移し、調理
終了から配缶までは保温された状態で「蒸される」
ため、喫食時間に丁度良い堅さになります。

自校方式 センター方式

◎肉じゃがやカレーのじゃ
がいもは効率良い調理を行
うため、自動切機により
カットをしています。 （な
すなど、比較的使用量が少
ない場合には手切りも行い
ます。）

自校方式 センター方式

③「サラダ」

 ◎野菜は釜で茹でてか
ら水冷し、和えて仕上
げています。

 ◎野菜はスチーム加熱
後に、真空冷却器によ
り急速冷却を行い、歯
ごたえとうまみが感じ
られるように仕上げて
います。

センター方式



２．みどり市学校給食提供方式の比較 資料No.４

（２）安全安心な給食の提供　～調理過程～

◆ 『学校給食衛生管理基準』において、調理過程等における衛生上の基準等が示されており、その基準にもとづい
 て調理等の作業を行っている。 

現状のセンター方式

学校給食衛生管理基準（例）

③加熱処理する食品は中心温度計を用い
るなどにより、中心部が75℃で1分間以
上加熱されていることを確認すること。
④野菜類の使用については原則加熱調理
すること。

⑤共同調理場においては、容器、運搬車の
設備の整備に努め、運搬途中の塵埃等によ
る調理済食品等の汚染を防止すること。
⑥食品を運搬する場合は、容器にふたをす
ること。

⑦ドライシステムを導入するよう務め
ること。また、ドライシステムを導入
していない調理場においてもドライ運
用を図ること。

◆調理 ◆配送/配食 ※共通事項

①泥つきの根菜類等の処理は検収兼下処理室
（同室）で行っているが、清潔に保つよう努め
ている。
②野菜の下洗い作業（下処理作業）と調理作業
については同室で行っているが、簡易パーテー
ションを使用するなど調理作業場の工夫をして
衛生的な調理に努めている。

③加熱処理する食品は、中心温度計を用
いて衛生管理基準に基づいた加熱状態を
確認している。

④野菜類の使用については加熱調理を
行っている。

③加熱処理する食品は、中心温度計を用
いて衛生管理基準に基づいた加熱状態を
確認している。

④野菜類の使用については加熱調理を
行っている。

⑤専用容器などの破損が無いか日常的に確
認を行っている。

⑥給食室から各クラスへの運搬時には、専
用容器（食缶）に入れてふたをして運んで
いる。

⑤容器の状態確認（破損がないかなど）や
運搬トラックの日常点検を行っている。運
搬時は専用容器（食缶）をコンテナに入れ
コンテナ毎トラック荷台に積んでおり、塵
埃等による汚染防止に努めている。
⑥運搬時には、専用容器（食缶）に入れて
ふたをして運んでいる。

⑦築40年前後の施設であるため、ドラ
イシステムの施設ではないが、水が極
力こぼれないように作業をしたり、運
搬台車やシンクの入れ替え時にはドラ
イ式のものに更新するなど、ドライ運
用に努めている。

⑦新しい施設であり、ドライシステム
が導入された施設となっている。

◆施設面において、新しい施設については衛生管理基準に沿った造りとなっているが、現状
の自校方式のように古い施設については、新しい衛生管理基準に沿った造りとなっていない
部分もあるため、上記のように“運用”で工夫をし、「安全安心な給食の提供」に務めている。

-4-

【施設の改修について】
◆古い施設については、建て替え等により、衛生
管理基準に適合させることが可能となります。

◆調理 ◆配食 ※共通事項

現状の自校方式

◆調理 ◆配送/配食 ※共通事項

◆荷受け・検収・下処理

①泥つきの根菜類等の処理は検収室で行い、
下処理室を清潔に保つこと。
②検収、保管、下処理、調理及び配膳の各
作業区域に区分するよう努めること。

◆荷受け・検収 ◆下処理

◆荷受け・検収

①検収室と下処理室は部屋毎で分かれている
ため、下処理室を清潔に保っている。

②検収、保管、下処理、調理及び配膳の各作
業区域は部屋ごとに分かれている。

◆下処理



２．みどり市学校給食提供方式の比較 資料No.５

（２）安全安心な給食の提供　～食中毒や異物混入への対応～

◆ 前項のとおり『学校給食衛生管理基準』において、衛生上の基準等が示されており、その基準にもとづいて食中毒を発生させない
 ように調理等の作業を行っている。 万が一、食中毒が発生した場合には、衛生管理基準「食中毒の集団発生の際の措置」に示されて
 いる通り、適切な措置を行うこととしている。
◆ 異物混入への対応は、みどり市が平成30年度に策定した『学校給食異物混入対策マニュアル』に沿って、市内で統一した対応を
 行っている。

『学校給食衛生管理基準』から
◆野菜類の使用については、二次汚染防止の観点から、
原則として加熱調理すること。

◆サラダ等の料理の混ぜ合わせ、料理の配食及び盛りつ
けに際しては、清潔な場所で、清潔な器具を使用し、調
理に直接手を触れないよう調理すること。

◆サラダ等については、調理後速やかに冷却機等で冷却
を行った上冷蔵庫等で保管するなど適切な温度管理を行
うこと。
◆また、やむを得ず水で冷却する場合は、直前に使用水
の遊離残留塩素が０．１ｍｇ／Ｌ以上であることを確認
すること。
◆調理後の食品は、適切な温度管理を行い、調理後２時
間以内に給食できるよう努めること。

★いずれの提供方式においても、『学校給食衛生管理基
準』や『学校給食異物混入対策マニュアル』に基づき、
食中毒や異物混入のないよう安全安心な給食の提供を
行っております。

食中毒を発生させないために

検
収
時

自校方式 センター方式
異物混入への対策・対応

◎検収時に異物を発見した場合は、食品納入業者に異物を示し、速やか
に返品して、異物の混入していないものを再度納品させる。

◎調理中に異物を発見した場合は、調
理が可能かどうかを学校長に確認し、調
理が再開できるかどうか指示を受ける。
◎混入・対応状況について学校長から
大間々給食センターに報告を行う。

◎異物の混入を確認した学級担任は、
危険異物（金属など）であればすぐに喫
食を中止し、非危険異物（ビニールな
ど）の場合には取り替えて喫食するなど
の対応を行う。
◎学級担任は速やかに学校長に報告を
行い、学校長から大間々給食センターに
報告を行う。
◎関係職員で原因調査を行う。(大間々
給食センター職員は必要に応じ現地調
査を行う)

◎調理中に異物を発見した場合は、調
理が可能かどうかを所長に確認し、調理
が再開できるかどうか指示を受ける。
※給食提供に支障が生じるような異物
であった場合には、所長から影響する学
校全てに連絡を行う。

◎異物の混入を確認した学級担任は、
危険異物（金属など）であればすぐに喫
食を中止し、非危険異物（ビニールな
ど）の場合には取り替えて喫食するなど
の対応を行う。
◎学級担任は速やかに学校長に報告を
行い、学校長から大間々学校給食セン
ターに報告を行う。
◎関係職員で原因調査を行う。
※給食提供に支障が生じるような異物
であった場合には、所長から影響する学
校全てに連絡を行う。

調
理
時

喫
食
時

-5-



２．みどり市学校給食提供方式の比較 資料No.６

（２）安全安心な給食の提供　～調理機器、職員の事故～

『学校給食衛生管理基準』（文科省）※抜粋

◆食器具、容器及び調理器用器具は、使用後、でん粉及び脂
 肪等が残留しないよう、確実に洗浄するとともに、損傷が
 ないように確認し、熱風保管庫等により適切に保管されて
 いること。

  

『学校給食衛生管理基準』（文科省）※抜粋

◆学校給食従事者の下痢、発熱、腹痛、嘔吐、化膿性疾患及
 び手指等の外傷等の有無等健康状態を、毎日、個人ごとに
 把握すること。

  
いずれの給食提供方式においても、毎日、安全安心に給食を提供するため、

調理機器の確実な清掃・点検や、調理員の健康管理・衛生管理に努めている。

自校方式

施設名 調理数 調理場
面積(㎡)

人員数

栄養士 市職員 委託※

笠懸小 990食 107 １ － 9

笠懸東小 500食 204
１

－ ７

笠懸北小 375食 185 － ４

笠懸中 490食 371
１

４ －

笠懸南中 500食 371 ４ －

東学校給食
センター 65食 291 １ － ４

大間々学校
給食センター 1450食 1,800 １ － 21

機器トラブル

調理不可時

調理員欠員
（調理員の事故や感染）

センター方式

◎委託調理業者に代替え
調理員の派遣を依頼。

◎給食調理に支障があるような
大規模のトラブルや事故が発生し、
給食室で調理が不可能な場合、
配送の環境が整えば給食セン
ターからの提供も可能。

◎給食調理に支障があるよう
な大規模のトラブルや事故が
発生し、給食センターで調理
が不可能な場合、配送先全体
の配食停止があり得る。

◎代替え調理員を手配。
  ・委託の場合
　 ⇒調理業者に派遣依頼
　・市直営の場合
   ⇒市代替え調理員へ依頼

◎調理機器のトラブル・故障が発生した場合には、調
理方法の変更等により給食が提供できるよう努め、該
当機器については、速やかに修繕等の対応を行う。

トラブル
発生時の

対応

調理機器の日常点検等 学校給食従事者の衛生管理等

【参考】各調理場の人員

※委託人員のうち、責任者（チーフ）はそれぞれ１名配置※調理不可時においても、主食（ご飯・パン）及び牛乳は
　外部委託であるため、提供が可能。 -6-



２．みどり市学校給食提供方式の比較 資料No.７
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（３）食物アレルギーへの対応　～学校と保護者及び医療機関との連携～

◆各学校内のアレルギー対策委員会で個別の取組プランを決定。
 学校長は、全教職員へ対応を周知徹底し、共通理解を図る。特に
 栄養教諭・学校栄養職員、調理員に対応の徹底を指示する。

◆継続して安全に食物アレルギー
対応を行うには、市教育委員会・
学校・保護者・医師との協力体制
の確立が必須となる。

学校

保護者医師

市教育
委員会

※アレルギー対応を希望する保護者
にはアレルギー疾患用学校生活管理
指導表（主治医の記載が必要）を学
校に提供して頂き、面談等を行い
「食物アレルギー個別取組プラン」
を作成。

※学校と市教育委員会は情報を共有
し、個々のレベルに合わせた対応
（詳細献立表の提供や、代替食の提
供）を行う。

※代替食を新たに提供する場合（牛
乳の代替えとしてお茶ではなく豆乳
を提供・卵焼きの代わりに肉団子を
提供など）には、再度面談等を実施
し、個別取組プランを変更する必要
がある。

体制の構築
①詳細献立表の配布
⇒アレルギーを持つ家庭の内、
希望者に対して、各調理品の
喫食可否の判断材料といて、
給食食材のアレルゲン情報を
記載した献立表を配布。

②牛乳の代替え
⇒牛乳をアレルギーにより飲
むことが出来ない児童生徒に
対し、代替えとして麦茶又は
緑茶を代替え品として提供。

③補助金の交付
⇒給食を喫食出来ずに毎日お
弁当を持参することを学校長
が認めた世帯に対し、給食費
相当額（小244円,中287円）
を補助金として助成。

【参考：現在の対応】

食物アレルギー対応を行う児童生徒の情報共有（文部科学省のアレルギー対応指針から）

◆ 自校方式・センター方式に関わらず、アレルギー食の対象者とは各学校と保護者、医師の連携により作成する
『食物アレルギー個別取組プラン』に基づいて対応を行うこととしている。

○みどり市小中学校児童生徒の食物アレルギーを
持つ割合：約２％（R2年度：約4,000人の内82人）

　　
　　

※ ①の児童生徒は牛乳代替（麦茶など）の対応を実施
※ ②、③の「ピーナッツ、そば」は特に重篤度が高いため、
　原則として給食では使用しない。（群馬県アレルギーマニュアルより）

※ ④のその他は、「トマト、リンゴ、スイカ、キュウリ、くるみ、バナ
ナなど」(各1人～4人）

26%

21%
11%

6%

5%

5%

4%

22%
卵

① 乳

④ その他

エビ

③ そば ② ﾋﾟｰﾅｯﾂ

カニ

メロン

現状

＜自校方式＞
◆各学校内のアレルギー対策委員会で個別の取組プランを決定。
 学校長は、全教職員へ対応を周知徹底し、共通理解を図る。また、
 学校長は、共同調理場長へ個別の取組プランを示し、共通理解を
 図る。共同調理場長は栄養教諭・学校栄養職員、調理員に単独調
 理場方式に準じた対応の徹底を具体的に指示する。

＜センター方式＞



◆ 各校（新設校を含む6校）
に2名（栄養士・調理員）ず
つの増員(計12名)が必要と
なる。
◆ 各調理場に専用スペース
を完備する必要がある。

◆食物アレルギーを有する児童生徒にも、給食を提供する。そのためにも、安全性を最優先とする。
◆学校及び調理場の施設設備、人員等を鑑み無理な（過度に複雑な）対応は行わない。

２．みどり市学校給食提供方式の比較 資料No.８

（３）食物アレルギーへの対応　～アレルギー対応食の調理～

◆ 調理器具は対応食専用の調理器具や食器具類を使用することが望ましい。
◆ アレルギー対応食担当の調理員を区別化（エプロンの色を分ける）する。
 （作業の単純化、引き継ぎエラーを防ぐ）
◆ アレルギー対応食を調理する作業を区別化（部屋を分ける）することが望まれる。
  ※専用室が無い場合、仕切りで分ける必要がある。

◎学校給食における食物アレルギー対応の大原則（文部科学省のアレルギー対応指針から抜粋）

★食物アレルギー調理の注意点（文部科学省のアレルギー対応指針から）

センター方式

① 専任の人員配置が必要となる。② アレルギー対応食を調理するための専用スペースを完備する必要がある。

◆ 専任職員計３名（栄養士・調理員・ドライバー）の配置が必要
となる。
◆ センター内に専用スペースを完備する必要がある。

 ※大間々学校給食センターでは令和２年度以降、準備が整った
地区から代替食（卵焼きの代わりに肉団子を調理）等を提供予定。

アレルギー対応食を調理するための条件

◆人員の増員及び専用スペース
は必要ない。

自校方式

自校方式で調理する場合 大間々給食センターから配送する場合

各校食数の2%程度がアレルギー対象と想定した場合

笠懸地区にセンターを建設する場合

-8-



◎自校方式においては、
校内（管理職・職員・調
理員）で役割を定めきめ
細かくかつ組織的に対応
するとともに、専用の個
別配送容器を用いること
で安全な配食が可能とな
る。

・各校内で食物アレルギー対策委員会を開催
・対象児童生徒の個別取り組みプランを決定
・全教職員に周知徹底
・保護者へ対応内容を通知し、了解を得る。

２．みどり市学校給食提供方式の比較 資料No.９

-9-

（３）食物アレルギーへの対応　～安全な配食体制の構築～

・アレルギー対応食調理員の区別化
・調理作業区域の区別化（アレルギー対応室）
・作業工程表を作成し、注意すべき点を明確にする。
・確認作業の方法やタイミングを決める。
・専用の個別配送容器を用いて誤配を防ぐ。

・食物アレルギー対応の基本方針を決定
・アレルギー対応マニュアルの作成
・学校と情報共有をし、対象者の把握
・専用調理器具等の環境整備
・専用作業場所等の環境整備

学校

調理員 市教育委員会（給食センター）

◆安全な配食を実施するため、学校・市教育委員会（給食センター）・調理員の協力体制を構築する
必要がある。
  

自校方式における
配食体制

◎センター方式において
は、給食センターと学校
が十分連携しながら、関
係職員（管理職・職員・
センター長・調理員）で
役割を定めきめ細かくか
つ組織的に対応するとと
もに、専用の個別配送容
器を用いることで安全な
配食が可能となる。

センター方式における
配食体制



●自校方式  ⇒給食調理室等で調理員と児童生徒がふれあう機会がある。調理員への感謝の思いを抱きやすい。
●センター方式⇒各学校で調理員と児童生徒が直接ふれあう機会は少ない。センター見学や定期的な食育だよりの
        配布等を通じて、調理員の思いを伝えるなど工夫をしている。

③ 生活科等の時間で調理場・
給食センターを見学

２．みどり市学校給食提供方式の比較 資料No.10
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（４）食育の推進　～栄養士等による指導、調理員との交流～

◆当市では、市学校栄養教諭・栄養士会により、５名の県栄養士（栄養教諭３名・栄養職員２名）が
 市内小中学校の訪問等を行い、統一した食育指導を行っている。
  

① 訪問指導
 ＜小学校での指導例＞
 ・給食時間に「朝食について」
  の指導
 ・学級活動の時間に「おやつの
  食べ方」の指導
 ＜中学校での指導例＞
 ・給食時間や朝の学活の時間 に
  「スポーツと食事について」
  の指導

 ※栄養士の在籍がない学校についても
他校の栄養士が訪問して指導を行って
いる。

学校訪問指導

⇒学校給食を「生きた教材」としてとらえ、食事の重要性、心身の健康、食文化などを分かりやすく
 学んでもらえるようにしている。

 

④「食育だより」の定期的な作成・配布
⑤「朝食について」等の掲示物作成

 

掲示物や配布物による啓発

調理場見学

② 小児生活習慣病予防対策
（個別面談）

 

個別面談

⑥ 地元産食材の提供（笠懸産米の提供や郷
 土料理「おっきりこみ」の提供・説明を
 行い、地元食材や郷土料理への知識を深
 める。）

 

地元産食材の提供

★地区や学校・給食提供方式によらず、様々な食育指導を行っている。
調理員との交流



◎食育の充実～タブレット・配信環境の整備による遠隔学習～
⇒１人１台のタブレット端末を使用し、オンライン環境の整備を行うことにより、食育指導の幅を
    広げる。

２．みどり市学校給食提供方式の比較 資料No.10-2
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（４）食育の推進　～栄養士等による指導、調理員との交流～

★今後の構想『GIGAスクール』1人1台端末・高速通信環境★

◎学校訪問指導 ◎調理場見学 ◎調理員との交流

【現 在】

【今 後】
R3年度～

◆市内栄養教諭・栄養職
 員が市内各校を直接訪
 問し、給食時間や学級
 活動の時間に食育授業
 を行っている。

◆自校方式の学校では、入
 学時の校内見学等で調理
 場を見学している。
◆センター方式の学校では、
 生活科等の時間で給食セ
 ンターを見学している。

●自校方式の学校では、給食調理室
等で調理員と児童生徒がふれあう機
会がある。
●センター方式の学校では、各学校
で調理員と児童生徒が直接ふれあう
機会は少ない。センター見学や定期
的な食育だよりの配布を行っている。

◆市内栄養教諭・栄養職
 員が協力してオンライ
 ンの食育授業を行う。

★これまでは、クラス毎で
の食育授業であり、対象人
数が限られていたが、各児
童生徒が手元のタブレット
により食育授業を受けるこ
とが出来るため、全児童生
徒への一斉指導が可能。

◆学校給食センターでの
   調理の様子を配信する。

●自校方式の学校では、これまで通
り給食調理室等で調理員と児童生徒
がふれあう機会がある。

◎食育指導等内容

★センター方式の学校では、これまで調理員と児童生徒がふれあう
機会は少なかったが、センターから調理の様子を配信し、また、学
校からは給食時間の様子を配信するとともにweb会議システムによ
り会話も可能であることから、相互の思いを伝えることが出来、交
流を図ることが出来る。



● 給食食材選定においては、地場産野菜等を取り扱う事業者に協力し
て頂き、地元産の野菜等を積極的に取り入れている。
（センター方式・自校式共通の取り組み）

２．みどり市学校給食提供方式の比較 資料No.11

（５）地産地消の推進　～地場産食材の使用、地元業者との関わり～

◆ 学校給食に地域の産物を利用することは、児童生徒が地域の食文化や食糧事情等について理解することができる
 などの教育的価値が高く、地域振興の目的とも合致するものである。
  
★『群馬県食育推進計画』では上記の考え方を踏まえ、
 学校給食における県産食材の利用割合について指標を設定。

【目標値】
３０％以上
（食材数ベース）みどり市では
【実績値】
約３６％

（食材数ベース）

自治体 利用割合

桐生市 39.5%

太田市 38.5%

館林市 31.7%

（県内平均） 38.0%

【参考：他市の県産食材利用状況】

【※内訳】笠懸(35%),大間々(58%),東(23%)
     

「学校給食実施内容調査結果」(群馬県)から

野
菜
以
外

自校方式センター方式

◆野菜は価格の変動が大きいことから
　見積もり合わせは行わず、基本的には
　青果納入に登録している業者（野菜納
　入組合や、市内青果業者など全て市内
　業者）の野菜取り扱い状況（価格や地
　元産かどうかなど）を見て発注を行う。

野
菜

◆「みどり市学校給食用物資納入業者登録」を行って
 いる事業者に発注を行う。
（※登録業者30業者＜うち市内業者16者＞）
◆基本は見積もり合わせにて発注業者を決定。

◆野菜は価格の変動が大きいことから
　見積もり合わせは行わず、基本的には
　青果納入に登録している業者（全て市
　内業者）に輪番で発注を行う。
◆上記輪番発注の他、地場産を取り入
　れる観点から、価格や地元産取り扱い
　の状況を見ながら地元産が納入出来る
　業者にバランスを考えて発注。

＜食材の発注（地元業者との関わり）＞

★登録業者への見積もり合わせによる発注
 が基本であるため、提供方式の違いによ
 る発注業者の偏りは発生しない。

★いずれの提供方式においても、地元業者
 と連絡を密にして、価格に支障が無い範
 囲で出来るだけ地場産の野菜を購入して
 給食に活用出来るよう努めている。

センター方式自校方式

-12-



給食業務委託契約仕様書（抜粋）
＜災害時等の対応＞
 地震等の災害時には、市の指示に従い、炊き出しその他食料
等の供給に協力すること。

２．みどり市学校給食提供方式の比較 資料No.12
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（６）災害時の対応　～避難所及び炊き出し場所としての位置づけ～

◆『みどり市地域防災計画』において「避難所」として市内各校が指定されており、「炊き出し場所」
 としては、各校の調理室（笠懸地区）と給食センター（大間々・東地区）が指定されている。

地区 指定避難所

笠懸地区

笠懸小学校

笠懸東小学校

笠懸北小学校

笠懸中学校

笠懸南中学校

大間々地区

大間々東小学校

大間々南小学校

大間々北小学校

大間々中学校

大間々東中学校

東地区
あずま小学校

東中学校

各学校の“避難所”としての位置づけ

 ◆自校方式においては、給食室で調理が不可能な場合、配送の環境が整えば給食センターからの提供も
  可能となる。
 ◇センター方式においては、調理が不可能な場合、配送先全体の配食停止があり得る。

相互補完体制

※トラブル時の体制維持等に
ついては、資料No.6参照。

参考：避難所における
炊き出し訓練 ※炊き出しは、左記のよ

うに婦人消防隊や自治会
等の団体の協力を得て行
うこととしているが、
「みどり市地域防災計
画」では各調理室が炊き
出し場所として想定され
ているため、状況に応じ
ては、調理委託業者の協
力を要請する。★炊き出し訓練の様子（H３０年度：大東中）

「みどり市赤十字奉仕団」　　

◆婦人消防隊等各団体の協力による
炊き出しについては、各校の家庭科
室や屋外（炊き出し用の釜等を利
用）での調理を想定し訓練を行って
おり、給食調理室を使用した訓練は
行っていない。

調理委託業者の協力（炊き出し）体制

地区 炊き出し場所

笠懸地区

笠懸小学校調理室

笠懸東小学校調理室

笠懸北小学校調理室

笠懸中学校調理室

笠懸南中学校調理室

大間々地区 大間々学校給食センター

東地区 東学校給食センター

　　　給食業務委託契約の中で、委託業者は災害時の
　　対応について協力をすることとしている。

「みどり市地域防災計画」から 「みどり市地域防災計画」から







３週 令和２年９月 　　　アレルギー詳細献立表 大間々学校給食センター
１４日（月） １５日（火） １６日（水） １７日（木） １８日（金）

ごはん　牛乳 ごはん　牛乳 パーカーハウス　牛乳 うどん　牛乳

マーボー豆腐　中華サラダ ハンバーグきのこソース　ハート型マカロニスープ 上州地鶏と大間々産なすのカレー　こんにゃくサラダ

オレンジ（2こ）　 　 野菜たっぷりみそ汁　　 　　 海藻サラダ　　

食品名 アレルゲン 分量(g) 分量(g) 食品名 アレルゲン 分量(g) 分量(g) 食品名 アレルゲン 分量(g) 分量(g) 食品名 アレルゲン 分量(g) 分量(g) 食品名 アレルゲン 分量(g) 分量(g)

原材料 コンタミネーション 小学校 中学校 原材料 コンタミネーション 小学校 中学校 原材料 コンタミネーション 小学校 中学校 原材料 コンタミネーション 小学校 中学校 原材料 コンタミネーション 小学校 中学校

ご飯 60・70・80 90 ご飯 60・70・80 90 パーカーハウス 小麦　乳 40・50 70 麦ごはん 麦 60・70・80 100 パックうどん1・2年 小麦 そば卵 60

牛乳 乳 206 206 牛乳 乳 206 206 牛乳 乳 206 206 牛乳 乳 206 206 パックうどん3年以上 小麦 そば卵 90

パックうどん㊥ 小麦 そば卵 110

牛乳 乳 206 206

冷凍豆腐JFDA 95 124 秋刀魚のおかか煮ヤヨイ 小麦 48 48 FMハンバーグベスト 60 80 なす 10 13

豚ひき肉 10 13 玉葱　 6 8 じゃが芋 45 58

長葱 10 13 カットえのきだけ 7 9 人参　 21 27 玉葱　 11 14

おろし生姜東京フード 0.5 0.7 米ひじき　マルモト 3.5 5 ほぐししめじＪＡ中野市 7 9 玉葱　 33 43 人参　 16 21

マーボー豆腐の素理研 小麦ごま 29 38 人参　 11 14 ケチャップ 6 7.8 上州地鶏小間皮なし 25 25 ごぼう 5 7

豆板醤 JFDA 0.7 0.9 油揚げリード 8 10 中濃ソース 4 5.2 カレーフレークハウス 小麦乳 2.2 3.8 鶏胸小間肉 8 10

赤味噌　ハナマルキ 3.3 4.3 大豆水煮マルサンアイ 5 7 バーモントカレー給食用 小麦乳 13.1 7.5 長葱 5 7

笠トマトケチャップ 0.5 0.7 三温糖 1.7 2.2 でん粉 0.5 0.7 香味焙煎カレー 小麦乳 0 7.5 油揚げリード 2.5 3

ケチャップ　　 5.0 6.4 醤油 小麦 3 3.9 上白糖 1.3 1.7 とろけるカレーＳＢ 小麦乳 3.3 7.5 カットえのきたけ 10 13

醤油 小麦 1.7 2.2 だしの素 0.3 0.3 マッシュルーム天狗 5 7 アップルソース両角 4.4 5.7 みりん　 1 1.3

でん粉 5 6.5 油 0.9 1.2 中濃ソース 3.3 4.3 めんつゆJFDA　1.8L 小麦 6 7.8

油 1 1.3 むき枝豆　交洋 4 5.2 ケチャップ 2 2.6 醤油 小麦 10 13

中華味 0.2 0.3 　 米粉マカロニハート型(群馬製粉) 小麦 15 20 粉ミルク　北乳 乳 1.7 2.1 だしの素 0.5 0.7

上白糖 1 1.3 千切りベーコン鎌倉ハム 10 13 笠トマトケチャップ 0.5 0.7

人参　 10 13 人参　 10 13 油 1.7 2.2

豆腐 15 20 じゃが芋 25 33 カレー粉東京フード 0.1 0.13

キャベツ 30 39 玉葱 15 20 玉葱　 15 20 小麦粉 小麦 1.7 2.1

きゅうり 15 20 大根 20 26 キャベツ 10 13 　　 揚げ油 注1 6 6

人参　 5 7 じゃが芋 30 39 冷凍小松菜ワールドファーム 10 13

三温糖 1 1.3 キャベツ 20 26 コンソメ　理研 麦 1.5 2.0 野菜こんにゃく波型白市川 15 20

醤油 小麦 3.2 4.2 赤味噌　ハナマルキ 4 5.2 ミネラル塩 0.5 0.7 キャベツ 28 36 人参　 11 14

酢　 2.4 3.1 白味噌　ハナマルキ 4 5.2 こしょう 0.03 0.04 きゅうり 15 20 きゅうり 12 16

ごま油 ごま 0.6 0.8 だしパック 2 2.6 人参　 5 7 ツナ水煮タイランドフィッシャリー 5 7

　 ホールコーン缶谷尾 10 13 キャベツ 35 46

スライスチーズ 乳 15 15 野菜いっぱいドレッシング理研 小麦 8 10 海藻ミックス　山忠 0.6 0.8

オレンジ７２玉 50 50 野菜いっぱいドレッシング理研 小麦 6.5 8

　

麦ごはん　牛乳

秋刀魚のおかか煮　ひじきの炒め煮 五目うどんの汁　竹輪の磯部揚げ(2こ）

マーボー豆腐 秋刀魚のおかか煮 ハンバーグきのこソース 上州地鶏と大間々産なすのカレー

スライスチーズ　　

五目うどんの汁

ひじきの炒め煮

ハート型マカロニスープ

野菜たっぷりみそ汁

竹輪の磯部揚げ(2こ）

こんにゃくサラダ

中華サラダ
竹輪の磯部揚げ大冷 小麦

卵えび
乳かに

60 60

スライスチーズ

オレンジ（2こ）

海藻サラダ

※ 令和2年度は管理指導表が提出されている10項目（小麦・そば・卵・牛乳乳製品・えび・かに・ピーナッツ・くるみ・ナッツ類（アーモンド・カシューナッツ等）・ごま）についての資料提供を行っています。
○分量は、一人あたりの分量です。献立作成上の分量のため、実際食する量と異なる場合があります。
○ボトル付けの調味料（ソース等）は、一般的な量を表示しています。
○ご飯やパン等は低学年・中学年・高学年の順にグラム表示しています。
注1：揚げ油は数回使用するため、コンタミネーションの可能性があります。



● 給食食材選定においては、地場産野菜等を取り扱う事業者に協力して頂き、地元産の野菜
等を積極的に取り入れている。（センター方式・自校式共通の取り組み）

２．みどり市学校給食提供方式の比較 補足資料①

（５）地産地消の推進　～地場産食材の使用、地元業者との関わり～

◆ 学校給食に地域の産物を利用することは、児童生徒が地域の食文化や食糧事情等について理解することができる
 などの教育的価値が高く、地域振興の目的とも合致するものである。
  みどり市では 【実績値】

約３６％
（食材数ベース）

【※内訳】笠懸(35%),大間々(58%),東(23%)
      センター方式自校方式★地産地消をさらに進めるために・・・

◆取りまとめ業者（組合）との供給体制を
整えるなど、地元農家の方から野菜食材を
さらに提供して頂ける可能性を探る。
⇒

◆　一部の地元農家の方とは提供協力体制
　があるが、地産地消をさらに進めるためには
　協力して頂く農家の方を増やす必要がある。
 
【背景】
　　小口の農家の方は複数の施設への配送が
　難しいことや、供給量や価格の情報を共有す
　る窓口がないなどの背景がある。
　⇒新たな取りまとめ役（野菜組合等）が必要。

課 題 今 後

取りまとめ業者（組合）との体制が整えば、
新たに協力する各農家からの品目・供給量・
価格などの情報を得ることにより、納品可能
である地元食材を把握して発注することが可
能となる。

※第2回会議
　配布資料No.11の補足

農家

給食
センター

組合等

各校
給食室


